
財団法人広南会広南病院 一般事業主行動計画（第３回） 

 

職員が仕事と子育てを両立させることができ、職員全員が安心して働き続ける環境を

つくることによって、全ての職員がその能力を十分に発揮できるようにするために、次

のとおり行動計画を策定する。 

 

 

１ 計画期間  平成 23年 4月 1日～平成 27年 3月 31日までの 4年間 

 

２ 内  容      

  

 

 

 

＜対策＞ 

・男性の育児休業取得の促進について、院内回覧文書や院内報を活用した啓発を 

行う。 

・男性の育児休業取得について、職員が相互に協力し取得し易い雰囲気を作る。 

  

 

  

  

 

＜対策＞ 

 ・業務の見直しを行い、簡素化、合理化を図る。 

 ・超過勤務の原因の分析調査を行う。 

  

 

 

 

 

 

 

 

目標１  男性の育児休業取得の促進を図る。             

目標２  超過勤務の縮減を行う。 

 


